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・ 中長期計画、定期報告等の作成

・ トラックドライバーの負荷軽減とトラックへの過度な集中を是正するための事業運営
方針の作成や事業管理体制の整備

・ トラックドライバーの運送・荷役等の効率化のための設備投資、デジタル化、物流標準
化に向けた事業計画の作成・実施・評価

・ 社内の関係部門（開発・調達・生産・販売・在庫・物流等）間の連携体制の構築や社内
研修の実施 等

○特定事業者のうち荷主・連鎖化事業者には、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にある役員等の経営幹部か
ら、以下の業務を統括管理する物流統括管理者（CLO※）の選任を義務付け。

改正物流効率化法の規制的措置のポイント（２年目施行分）
（公布日：令和６年５月15日）

特定事業者の指定基準等のポイント

令和８年４月１日施行

○全体への寄与度がより高い大手の事業者が指定されるよう、以下の指定基準値を超える事業者を「特定事業者」として指定
し、中長期計画の作成や定期報告等を義務付け、中長期計画の実施状況が不十分な場合、国が勧告・命令を実施。

特定荷主・特定連鎖化事業者

取扱貨物の重量 ９万トン以上
（上位3,200社程度）

特定倉庫業者

貨物の保管量 70万トン以上
（上位70社程度）

特定貨物自動車運送事業者等

保有車両台数 150台以上
（上位720社程度）

※Chief Logistics officer

中長期計画

（１）実施する措置
（２）実施する措置の具体的な内容・目標等
（３）実施時期 等

定期報告

（１）事業者の判断基準の遵守状況（チェックリスト形式）
（２）判断基準と関連した取組に関する状況（自由記述）
（３）荷待ち時間等の状況 【荷主等】

物流統括管理者のキャリアパス（イメージ）

新卒(一括)新卒(物流部門)

キャリア採用

物流部門中心 物流以外中心

高度物流人材

物流統括管理者(CLO)

＜中長期計画・定期報告の記載内容＞

＜特定事業者の指定基準値＞
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➢ 2024年5月15日     物流改正法 公布

➢ 2024年6月～11月    第１回～第４回合同会議（規制的措置の施行に向けた検討・取りまとめ）

➢ 2024年11月27日                 合同会議取りまとめを策定・公表

➢ 2025年１月・２月・３月 法律の施行①に向けた政省令の公布

➢ 2025年４月１日        法律の施行①

 

➢ 2025年８月          法律の施行②に向けた政省令の公布

➢ 2025年秋頃        判断基準に関する調査等の実施

➢ 2026年４月１日    法律の施行②

➢ 2026年５月末     特定事業者の届出～指定手続

→荷主は、指定後速やかに物流統括管理者の選任届出

➢ 2026年10月末※      中長期計画の提出 ※初年度のみ。2027年度以降は７月末〆

➢ 2026年秋頃（想定）  判断基準に関する調査等の実施

➢ 2027年７月末   定期報告の提出

今後のスケジュール（想定）

基本方針

荷主・物流事業者等の努力義務・判断基準

判断基準に関する調査・公表   等

特定事業者の指定

中長期計画の提出・定期報告

物流統括管理者（CLO）の選任   等

特定事業者の指定に向け
荷 主：取扱貨物重量の把握
トラック：車両台数の把握
倉 庫：保管量の把握

定期報告に向け
・実施状況把握
・荷待ち時間等の計測
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特定荷主等の改正物効法への対応のフロー図（全ての荷主等／特定荷主等）

努力義務への
対応

取扱貨物重量
の把握

特定事業者の
指定の届出

物流統括管理
者の選任

中長期計画の
策定

定期報告の
提出

評価・公表

・運送委託／貨物受渡しのパターンを把握 →自社が改正物効法上のどの荷主に該当するかを把握
・各施設／運行における判断基準の取組状況を整理
・物流改善に向けた責任者等の体制を構築し、取組を行う

・事業者（法人番号）ごとに、第一種荷主、第二種荷主、連鎖化事業者等としての年度の取扱貨物
重量をそれぞれ算定

・第一種荷主、第二種荷主、連鎖化事業者等のいずれかとして前年度の取扱貨物重量が９万トンを超える場
合は、荷主事業所管省庁等に届出を行い、特定事業者の指定を受ける（５月末〆・初回のみ）

・特定事業者の指定を受けた後、物流統括管理者を選任し、届出を行う（特定事業者の指定後すみやかに）
（※特定荷主及び特定連鎖化事業者のみ）

・運送委託／貨物受渡しの全体像と改善の優先順位・方法を検討
・取引先との協議や施設整備などの長期的な対応を含めて計画（2026年は10月末〆・毎年度提出すること
を基本としつつ、計画内容に変更がなければ５年ごと７月末〆）

・判断基準の取組状況や荷待ち時間等を把握するとともに、参考情報欄で取引先との協議状況や施設の制
約、業種特性等を見える化し、関係者の連携を促す（2027年７月末〆・以降毎年度７月末〆）

・定期報告や希望する荷主の報告を評価し、優良事業者を公表（2027年度以降）

47
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（さらに、従来の規定にあった総合効率化計画の手続（申請・変更・報告）も併せて組込む）



荷主等の定義・義務

種別 定義（第30条／第45条） 努力義務(※) 特定事業者
の義務

貨物自動車運
送事業者等

貨物自動車運送事業者等貨物自動車運送事業法第三十九条第一号に規定する貨物自動車運送事
業者（以下「貨物自動車運送事業者」という。）及び同法第三十七条の二第三項に規定する特定第二
種貨物利用運送事業者をいう。

第34条
・積載効率の向上等
（輸送網の集約、配送の
共同化等）

・中長期計画
・定期報告

第一種荷主 自らの事業（貨物の運送の事業を除く。）に関して継続して貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送
事業者（第一種貨物利用運送事業者、第二種貨物利用運送事業者及び貨物利用運送事業法第四十
六条第一項に規定する外国人国際第二種貨物利用運送事業者をいう。以下同じ。）に貨物の運送を行
わせることを内容とする契約（貨物自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約を除
く。）を締結する者をいう。

第37条第１項～第３項
・積載効率の向上等
（リードタイムの確保等）
・荷待ち時間の短縮
（日時指定時の考慮等）
・荷役等時間の短縮
（パレットの利用等）

・中長期計画
・定期報告
・物流統括管理者の
選任

第二種荷主 次に掲げる者をいう。
イ 自らの事業（貨物の運送及び保管の事業を除く。ロ及び第四十五条第五項において同じ。）に関して

継続して貨物（自らが貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者に運送を委託する貨物を除く。
ロ及び第四十二条第四項において同じ。）を運転者（他の者に雇用されている運転者に限る。以下この
号において同じ。）から受け取る者又は他の者をして運転者から受け取らせる者

ロ 自らの事業に関して継続して貨物を運転者に引き渡す者又は他の者をして運転者に引き渡させる者

第37条第４項・第５項
・荷待ち時間の短縮
（日時指定時の考慮等）
・積載効率の向上等
（第一種荷主への協力等）
・荷役時間の短縮
（検品の効率化等）

・中長期計画
・定期報告
・物流統括管理者の
選任

貨物自動車関
連事業者

次に掲げる者をいう。
イ 倉庫業法第七条第一項に規定する倉庫業者（以下「倉庫業者」という。）
ロ 港湾運送事業法（昭和二十六年法律第百六十一号）第三条第一号に掲げる事業を経営する者で

あって、当該事業について運転者との間で貨物の受渡しを行うもの
ハ 航空法（昭和二十七年法律第二百三十一号）第二条第十八項の航空運送事業を経営する者のう

ち貨物の運送を行うものであって、当該航空運送事業について運転者との間で貨物の受渡しを行う者
ニ 鉄道事業法第二条第二項の第一種鉄道事業又は同条第三項の第二種鉄道事業を経営する者のうち

貨物の運送を行うものであって、当該第一種鉄道事業又は当該第二種鉄道事業について運転者との間
で貨物の受渡しを行う者

第41条
・荷待ち時間の短縮
（日時指定時の考慮等）
・荷役等時間の短縮
（停留場所の拡張、荷役等に
前後する貨物の搬出入の迅速
化等）

・中長期計画
・定期報告

連鎖化事業者 定型的な約款による契約に基づき、特定の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の
提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業を行う者であって、当該契約に基
づき、当該契約の相手方（以下この条において「連鎖対象者」という。）と運転者との間の貨物の受渡しの
日及び時刻又は時間帯を運転者に指示することができるもの

第45条
・荷待ち時間の短縮
（日時指定時の考慮等）
・積載効率の向上等
（第一種荷主への協力等）

・中長期計画
・定期報告
・物流統括管理者の
選任

(※)荷役等時間の短縮の対象は、荷主自身が管理する施設及び寄託先の施設におけるもの。荷待ち時間の短縮の対象は、加えてその周辺の場所におけるもの。 48



（特定荷主の指定）
第四十五条 荷主事業所管大臣は、第一種荷主のうち、貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者に運送（貨

物自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。次項及び第三項第二号において同
じ。）を行わせた貨物について政令で定めるところにより算定した年度の貨物の合計の重量が政令で定める重量（次項及
び第三項第二号において「基準重量」という。）以上であるものを、運転者の荷待ち時間等の短縮及び運転者一人当たり
の一回の運送ごとの貨物の重量の増加に特に寄与する必要がある者として指定するものとする。

５ 荷主事業所管大臣は、第二種荷主のうち、次に掲げる貨物（当該第二種荷主が貨物自動車運送事業者又は貨物利
用運送事業者に運送を委託するもの並びに当該第二種荷主が貨物の受渡しを行う日又は時刻及び時間帯を運転者に
指示することができないものを除く。次項及び第七項第二号において同じ。）について政令で定めるところにより算定した年度
の貨物の合計の重量が政令で定める重量（次項及び第七項第二号において「基準重量」という。）以上であるものを、運
転者の荷待ち時間等の短縮及び運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加に特に寄与する必要がある者
として指定するものとする。
一 自らの事業に関して、運転者から受け取る貨物
二 自らの事業に関して、他の者をして運転者から受け取らせる貨物
三 自らの事業に関して、運転者に引き渡す貨物
四 自らの事業に関して、他の者をして運転者に引き渡させる貨物

①特定荷主の指定に係る届出

主な商材に限らず、原則取り扱う貨物
全てを重量に計上

○ 貨物の重量の算定方法について
荷主が自社の取扱貨物の重量を把握している場合は、当該重量の合計重量を自社の取扱貨物の重量として、

基準重量（９万トン）と比較してください。
他方、輸送量を容積で把握している、多品目の受取りが主である等の特殊性を有する業種においては、重量を把握

することに多大なコストがかかることが想定されるため、重量の算定に当たって、例えば、次項の算定方法を用いることを
可能とします。
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○届出のイメージ
【様式１：事業者に関する事項】

①特定荷主の指定に係る届出

○届出の流れ

事業者の名称

主たる事務所の所在地

主たる事業

主たる事業の細分類番号

貨物の運送の委託の状況（ 年度 ） □ ９万トン以上 トン

貨物の受渡しの状況（ 年度） □ ９万トン以上 トン 

備 考

荷主 荷主事業所管大臣

②届出（様式１）を提出
※取扱貨物重量が９万トン以上の場合

①取扱貨物重量を算定
年度単位（４月～３月）

③届出の内容を確認

電子システム

④特定荷主として指定

第二種荷主分

該当する場合にチェックを入れる
（両方該当する場合は両方に入れる）第一種荷主分

記載は任意
（把握していれば記載）
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（参考）特定荷主の指定の届出の様式

○ 指定の届出に係る注意点について
➢ 第一種荷主としての取扱い貨物の重量と第二種荷主としての取

扱い貨物の重量を分けて算定いただき、基準重量（９万トン）
を超える区分のみ特定荷主の指定の届出を提出する。
→ 例えば第一種荷主として10万トン、第二種荷主として6万

トンの場合は、第一種荷主のみ必要事項を記載し提出。

➢ 第一種荷主、第二種荷主それぞれの重量が9万トンに達してい
なければ、本届出を提出する必要はない。
→ 例えば、第一種荷主として８万トン、第二種荷主として

８万トンで合計16万トンであったとしても、それぞれの区分
で９万トンに達していないため、届出の提出は必要無い。

➢ 具体的な取扱い貨物の重量の記載は“任意事項”とする
 → 例えば、自社の取扱貨物重量が第一種荷主として明らか

に基準重量（9万トン）を超えるということであれば、「□基
準重量以上」という欄にチェックを付し、具体的な重量数に
ついては必ずしも記載いただく必要は無いこととする。

➢ 前年度実績が基準以上であるにも関わらず、所管大臣への届
出をしなかった場合や、虚偽の届出をした場合には、五十万円
以下の罰金が科せられる可能性がある。
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②重量の算定方法

「物資の流通の効率化に関する法律の規定に基づく荷主に係る届出等に関する命令」（2025年８月29日公布）

（特定第一種荷主の指定に係る貨物の重量の算定方法に関する規定）

第一条：令第六条（特定第一種荷主の指定に係る重量）第一項の主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

一 実測

二 対象貨物の単位数量当たりの重量に当該対象貨物の数量を乗ずる方法

三 対象貨物の容積を当該対象貨物の重量に換算する方法

四 対象貨物の運送に係る貨物自動車の最大積載量又は平均積載量に当該貨物自動車の台数を乗ずる方法

五 対象貨物の売上額又は仕入額を当該対象貨物の単位重量当たりの額で除する方法※１

六 第二種荷主としての対象貨物の重量（受渡し貨物重量）が第一種荷主としての対象貨物の重量（委託貨

物重量）とおおむね一致する場合に、受渡し貨物重量を委託貨物重量とみなす方法

七 対象貨物に係る運送契約又は物品の売買その他の取引の契約において重量が定められている場合に、当該

重量を運送ごとに区別する方法

八 一～七の方法により対象貨物の重量を算定することが困難であると認められる場合に、当該対象貨物の重量を

適確に算定できると認められる方法

さらに、重量の算定に当たっては、以下の重量を考慮しないことができます。

①郵便物、②信書便物、③特別宅配貨物※２、④軽量な資材や事務用品※

※１ 換算係数としては、例えば、物流センサス付属資料の出荷原単位を利用することが考えられる。
※２ 特別積合せ貨物運送又はこれに準ずる運送であって、１の運送契約により１個の貨物を運送する方法により運送される、１個

当たりの重量が30kg以内の貨物をいい、当該貨物と同時に受渡しが行われる他の貨物との合計の重量が150kg未満のものに
限る。

※３ 当該事業者の対象貨物の重量の合計の１％程度までであれば算定対象から除くことができる。

各企業・業界の
実態に応じて選択

取扱貨物や事業に応じて
使い分け・合算も可能
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○指導・助言

③指導・助言、報告徴収・立入検査、勧告・公表・命令

荷主事業所管大臣は、法律の規定に基づき、荷主に対して以下の対応を行うことができます。

○報告徴収・立入検査

➢ 特定荷主への指定や取消しを行うために、荷主に対して、貨物の運送の委託又は受渡しの状況に関して報告を
させることができ、また荷主の事務所等への立入検査を行うことができる。（法第50条第１項）

➢ 勧告又は命令を行うために、特定荷主に対して、運転者の荷待ち時間等の短縮及び積載効率の向上等を図る
措置の実施の状況に関して報告をさせることができ、また荷主の事務所等への立入検査を行うことができる。
（法第50条第２項）

➢ 運転者の荷待ち時間等の短縮及び積載効率の向上等を図る措置の適確な実施を確保するために、荷主に対
して、判断基準を勘案して必要な指導・助言を行うことができる。（法第44条）

○勧告・公表・命令

勧告

公表・命令

特定荷主の運転者の荷待ち時間等の短縮及び積載効率の向上等を図る措置の実施に関する
状況が、判断基準に照らして著しく不十分である場合は、特定荷主に対して勧告を行うことがで
きる。（法第49条第１項）

勧告に従わない特定荷主に対して、その旨を公表することができる。 （法第49条第２項）
勧告を受けた特定荷主が正当な理由がなくその勧告に係る措置をとらなかった場合に、当該措
置を行う命令を行うことができる。 （法第49条第３項）
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④罰則

荷主は、以下のいずれかに該当する場合には、罰則が科されます。

➢ 特定荷主の指定基準重量を上回る荷主が、特定荷主の指定に係る届出を行わない又は虚偽の届出をした
場合（法第76条第１号）

➢ 中長期計画を提出しない場合（法第76条第２号）
➢ 定期報告を行わない又は虚偽の届出をした場合（法第76条第３号）
➢ 報告徴収の際に報告をしない又は虚偽の報告をした場合（法第76条第４号）
➢ 立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した場合（法第76条第４号）

➢ 物流統括管理者の選任・解任の届出を行わない又は虚偽の届出をした場合（法第80条）

➢ 命令に違反した場合（法第75条第１号）
➢ 特定荷主が物流統括管理者を選任しない場合（法第75条第２号）

50万円以下の罰金

20万円以下の過料

100万円以下の罰金
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改正物流効率化法に関する届出・指定等の手続きは、

原則、「e-Gov電子申請」にてオンライン申請をお願いいたします。

e-Gov電子申請 https://shinsei.e-gov.go.jp/

「手続分野分類から探す」から

大分類 「国土交通」 → 中分類 「物流」 → 小分類 「物流効率化法」で検索

特定荷主等の指定の届出方法について
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申請の前に必要なこと

◯ e-Gov電子申請を利用するためには、事前に「GビズID」の作成が必須です。
取得していない場合には、以下のURLから取得手続を行ってください。
※ GビズID取得ページ（https://gbiz-id.go.jp/top/）

◯ GビズIDのアカウント種別は、原則「プライム」での取得をお願いいたします。
※ 「プライム」は取得時に審査がありますが、それにより申請時に転記される住所等の基本情報が

より正確に反映されますので、書類不備により修正作業が発生するリスクを減らせるメリットもあります。

Point！

取得したGビズIDの

アカウントでログイン

ログイン画面

56
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マイページ画面

手続検索画面
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手続検索時における注意点

◯ 「特定荷主の指定の届出」の提出あたっては、

「0○-01 貨物の運送の委託及び受渡しの状況届出書（●●省提出用）」

と記載のある手続から申請をお願いいたします。

Point！

例 農林水産省への提出

経済産業省への提出

◯ 提出先は主たる事業の所管省庁を選択ください。所管省庁は以下を参照ください。

https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/content/001993304.pdf

◯ 「手続名称から探す」で検索することも可能です。

Caution！

◯ 「0○-06 貨物の受渡しの状況届出書（●●省提出用）」は

「連鎖化事業者」用の手続となりますので、特定荷主になる方は選択しないでください。

「貨物の運送の委託及び受渡しの状況届出書」と
入力し、検索貨物の運送の委託及び受渡しの状況届出書
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大臣 所管する事業

農林水産大臣
（地方農政局長）

農林水産（畜産を含む）、農林水産物（畜産物を含む）の売買、輸
出入※、飲食店（厚生労働大臣と共管、風俗営業は内閣総理大臣と
も共管）、木材薬品処理業※、園芸サービス業 、給食販売取次ぎ、
動物血清・血液の輸出入、精製、加工（厚生労働大臣、経済産業大
臣と共管）、競馬場 等

経済産業大臣
（地方経済局長）

輸出入、売買、リースその他貨物の流通、生産、エネルギーの生産、
流通、役務、工業所有権等に関する事業で、他の大臣の専管又は他
の大臣間の共管の事業以外の事業
［具体例］
・航空機（製造、卸売、輸出入）
・自動車（製造、卸売、輸出入）
・武器（製造、売買、輸出入） 
・塗装した単板、合板（製造、売買、輸出入）
・フィルム（製造、売買、輸出入）
・貴金属（アクセサリー）の加工 等

国土交通大臣

地方運輸局長
鉄道業、港湾運送関連事業、廃油処理、サルベージ、海事業務、船
舶の製造及び修繕、自動車の小売り※、自動車の整備、旅行業、倉
庫業、自動車の競走場、遊園地、気象観測、自動車道事業 等

地方整備局長 建設業、測量業、不動産業、下水道業、建築士 等

地方航空局長 航空機の整備事業

事業の所管省庁一覧（代表例）

※は経済産業省と共管 59



手続結果一覧
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申請書全体

基本情報の設定

申請書内容の入力

提出先選択
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指定の届出のオンライン申請方法について

手順３．申請書内容の入力

＜全５ページ＞

１．基本情報

２．事業者に関する事項

３．作成担当者連絡先

４．審査担当省庁

５．弁明の機会の付与の通知

手順２．提出先選択

手順１．基本情報の設定（申請者情報・連絡先情報）
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手順１ 基本情報の設定

誤りがないようご確認ください

Caution！
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GビズIDで登録されている情報が
自動で転記されている



手順２．提出先選択

主たる事業の所管省庁へ提出する
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手順３．申請書内容の入力
【１／５ページ】 基本情報
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手順３．申請書内容の入力
【２／５ページ】 事業者に関する事項

◯ 「所在地」について

「所在地」はGビズIDのアカウントから自

動的に転記されますが、番地が登録され

ていないケースがありますので、番地まで

正しく入力されているかご確認ください。

◯ 「主たる事業」と「細分類番号」について

「細分類番号」はわからない場合は、

e-Stat（※）の「キーワード検索」から

検索可能です。

※ e-Stat（https://www.e-

stat.go.jp/classifications/terms/10）

例 「自動車ターミナル業」を主たる事業として

営んでいる場合

検索結果を転記

※ 誤記が散見されますので、

正確に入力をお願いします。 66
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注意：第一種・第二種どちらの区分でも９万トン
を超えている場合、両方チェックする

◯ 「委託状況」、「受渡状況」について

「委託状況」は「第一種荷主」、「受渡状況」

は「第二種荷主」に関する記載項目です。

基準重量（９万トン）を超える区分に

チェックを入れてください。

「第一種荷主」、「第二種荷主」のどちらの区

分でも９万トンを超えている場合には、

「委託状況」と「受渡状況」の両方にチェックし

て届け出る必要があります。

※ いずれも基準重量を超えているにも関わらず、一方の

みチェックして提出することのないようご注意ください。

第二種荷主として９万トンを
超えている場合はチェック

手順３．申請書内容の入力
【２／５ページ】 事業者に関する事項

第一種荷主として９万トンを
超えている場合はチェック
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手順３．申請書内容の入力
【２／５ページ】 事業者に関する事項

トラック運送事業者の場合

倉庫業者の場合



手順３．申請書内容の入力
【３／５ページ】 作成担当者連絡先
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手順３．申請書内容の入力
【４／５ページ】 審査担当省庁

◯ 「審査担当省庁」について

審査担当省庁として選択いただいた機関が提出先となり

ます。そのため、選択先を誤ると提出先から差し戻しされま

すので、特に以下の点にご注意ください。

✓ 選択した手続名「貨物の運送の委託及び受渡しの状況届

出書（●●省提出用）」の

「●●省提出用」の部分と同一の省庁を選択しているか。

✓ 届出先は各省庁の「本省」なのか、「地方支分部局」なのか。

※ 財務大臣（国税庁に提出するもの）、農林水産大臣、

経済産業大臣、国土交通大臣への

提出の場合は、自社が所在する都道府県を管轄する

地方支分部局を設定してください。

✓ 主たる事業以外で、中長期計画や定期報告において取り上

げる課題のない事業の荷主事業所管大臣は、提出先から

除くことができますが、当該事業に関し指導、勧告等を受け

た際は、提出先の修正・再提出が求められる場合があります。
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手順３．申請書内容の入力
【５／５ページ】 弁明の機会の付与の通知
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手続入力内容確認
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手続提出完了
申請書控えはこちらから取得
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申請内容プレビュー（法定様式）

74



差戻 通知一覧

75



◯ 審査担当省庁から差し戻された場合等の「通知設定」等について

申請内容に不備等があった場合、審査担当省庁から書類が差し戻されますので、その

際には補正を行っていただいた上で、再提出していただく必要があります。

このとき、差し戻されたことに気付かないまま提出締切りを超過してしまわないよう、

以下のご対応をお願いいたします。

76

１ 「処理状況」の画面から、定期的に手続の進捗状況を確認する

２ 「メッセージ通知」を設定し、メール等で通知が受けられるようにする

※ 初期設定では通知が来ない設定となっておりますので、必ず設定変更ください。

「アカウント管理」→「利用者設定」から設定変更が可能です。詳細は以下をご参照ください。

https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/help/guide/mypage/user-settings.html

【e-Gov電子申請画面】

「差戻通知確認」の注意点

https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/help/guide/mypage/user-settings.html
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『「物流効率化法」理解促進ポータルサイト』では、荷主の努力義務や判断基準についての
解説などのほか、説明会の予定など物流効率化に資する情報を発信しております。

○「物流効率化法」理解促進ポータルサイト
https://www.revised-logistics-act-portal.mlit.go.jp/

（参考）「ポータルサイト」について

物流効率化法の理解を促進するためのポータルサイトを開設しました
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（参考） 「解説書」、「荷主のパターン集」等について

荷主の判断基準等について具体的に解説した「判断基準解説書」、様々な物流パターンに
おける荷主の「パターン集」及び判断基準の「取組事例集」を公開しています。
また、特定荷主が行う必要のある手続き等をまとめた「特定荷主の手引き」も作成しまし

たので、『「物流効率化法」理解促進ポータルサイト』をご確認ください。

○荷主判断基準の解説書
https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/sippers-judgment-criteria-book_ver.1.2.pdf

○物流パターンごとの荷主の考え方
https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/sippers-mindset-logistics-pattern_ver.1.2.pdf

○荷主判断基準の解説書事例集
https://www.revised-logistics-act-portal.mlit.go.jp/files/pdf/sippers-judgment-criteria-casestudies-book.pdf
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１．物流効率化法の努力義務について、具体的には何をすればよいのか。
→ 自らの事業に関するトラックの利用状況と荷主等の区分（第一種荷主、第二種荷主等）を確認の
上、努力義務とされている荷待ち時間の短縮、荷役等時間の短縮及び積載効率の向上等に取り組ん
でください。
具体的に取り組むべき事項については、判断基準を参照いただき、各事項について、行っている

取組の内容又は取組を行わない理由を、対外的に説明できるようにしてください。

２．努力義務の効力はどのようなものか。
→ 努力義務は、可能な方法で取り組む義務であり、取り組んでも取り組まなくてもよいものでは
ありません。荷主事業所管大臣は、荷主による努力義務とされる措置の適確な実施を確保するため
必要があるときは、判断基準を勘案して指導及び助言をすることができることとなっています。

３．取組を行っていてもトラック・物流Ｇメンから働きかけ等の指導を受けたが、どのようにすれば
よいのか。
→ トラック・物流Ｇメンによる是正指導は、不利益処分に直接繋がるものではありませんが、外部
から見てどのような評価があるか、コミュニケーションを含めどのように対策できるか等を考える
機会として受け止めていただき、引き続き違反原因行為の解消に必要な対策を実施してください。

４．取引先の協力が得られない場合は、どうしたらよいか。
→ 物流効率化法においては、発着荷主双方に努力義務が課されているため、これを物流効率化に向
けた協議・協力要請の手がかりとしてください。本制度の周知に国も努めます。

なお、荷主等がトラック事業者の法令違反行為の原因となるおそれのある行為に関与してい
る場合は、トラック・物流Ｇメンの相談窓口にご連絡いただくことも可能です。

（参考）よくある質問
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（参考）よくある質問

５．特定荷主となるかどうかはどのようにして分かるのか。
→ 特定荷主の指定基準重量を上回るかどうかは、各事業者の責任において判断しなければなりませ

ん。指定基準重量を上回る旨の届出に基づいて、荷主事業所管大臣に特定荷主の指定を行います。

６．重量把握が困難な場合は、どうしたらよいか。
→ 重量の算定方法は、実測のほか推計も可能であり、軽微な貨物の除外規定もあります。法律・
政令・省令の条文に基づき、「運転者の荷待ち時間等の短縮及び運転者一人当たりの一回の運送
ごとの貨物の重量の増加に特に寄与する必要がある者として指定する」（法第45条第１項）趣旨
に則った上で、各々の事情に応じた対応を検討ください。（業界内で議論した例もあります。）
算定根拠について、届出に記載する必要はありませんが、説明できるように整理ください。

７．重量把握の期間は任意で設定してよいのか。
→ 届出は、前年の４月から当年の３月までの１年度間の重量に基づいて、当年５月末日までに届け

出る必要があります。なお、運送状況に変化がない場合は、過去の取扱貨物重量から推計すること
も考えられます。

８．指定基準以上の取扱貨物重量があるにもかかわらず、特定荷主としての申告が漏れていた場合どの
ようなことが考えられるのか。
 →  重量算定根拠については、法第50条に基づく報告徴収の可能性があり、また、故意に届出を
怠った場合、法第76条に基づく罰則の可能性があります。
調査・公表制度やトラック・物流Ｇメンの指導で問題が指摘された荷主について、特定荷主二指

定されていない場合に、荷主事業所管省庁から当該荷主に対して重量算定根拠の報告徴収を行う、
公表されている商品
取扱高などが指定基準を超えていないか確認する、などの対応が考えられます。
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（参考）よくある質問

９．物流効率化法に基づく取組に関して、インセンティブ措置はあるのか。
→ 今後、物流の需給が厳しくなる中で、運送事業者との取引を維持するために物流効率化への取
組は不可欠であり、また物流を効率化・確保できることが事業上の優位性ともなります。

また、定期報告等に基づき優良事業者を公表する評価・公表制度についても検討中です。

10．本制度に関する相談をしたい場合、どこに相談すればよいのか。
→ 重量の届出、物流統括管理者の選任、中長期計画や定期報告の作成等についての相談は、荷主

事業所管省庁の窓口等にて受け付けます（解説書、手引きにも記載）。

11．指導、勧告、罰則等について、判断基準を守れなかった際には必ず適用されるのか。
→ 全ての貨物自動車運送事業者等、荷主、貨物自動車関連事業者、連鎖化事業者について、努力義
務として課された措置の適確な実施を確保するため必要がある場合に、事業所管省庁が判断基準を
勘案して指導・助言を行う場合があります。
また、特定事業者については、努力義務として課された措置の実施状況が、中長期計画や定期報

告で提出された取組の方針や状況を踏まえ、判断基準に照らして著しく不十分である場合、必要に
応じヒアリングで状況を確認した上で、事業所管省庁が当該措置を取るべき旨を勧告する場合があ
ります。勧告に従わなかったときはその旨を公表し、さらに、正当な理由なく措置をとらなかった
ときは、当該措置を取るべきことを命令することがあります。なお、命令に違反したときには、百
万円以下の罰金が科せられます。

12．届出書の作成担当者連絡先について、役職者等である必要はあるのか。
    → 役職者であることは必要ありませんが、届出書の補正等をお願いする場合の連絡先となるため、

実務をご担当されている方の記載を推奨いたします。
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